
川 崎 市 公 報

－ 1 －

（号外第６号）平成23年６月22日

毎月 2回 10 日 ･25 日発行

発行所　川 崎 市 役 所

印刷所　JFE 東日本ジーエス

購　読　料　（前納）

１　年 10,800 円

１箇月　　900 円

目　　　　　　　次

条　　例

川崎市職員定数条例等の一部を改正◇

する条例（第３号） ………………………………… 4

川崎市特別会計条例の一部を改正す◇

る条例（第４号） …………………………………… 5

川崎市手数料条例の一部を改正する ◇

条例（第５号） ……………………………………… 5

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等◇

に関する条例の一部を改正する条例 

（第６号）……………………………………………… 6

川崎市公害防止等生活環境の保全に◇

関する条例の一部を改正する条例 

（第７号）……………………………………………… 6

川崎市国民健康保険条例の一部を改◇

正する条例（第８号） ……………………………… 9

川崎市屋外広告物条例の一部を改正◇

する条例（第９号） ………………………………… 9

川崎市病院局企業職員定数条例の一◇

部を改正する条例（第 10 号）…………………… 13

川崎市職員の育児休業等に関する条◇

例の一部を改正する条例（第 11 号）…………… 13

川崎市避難所の機能整備及び円滑な◇

管理運営に関する条例（第 12 号）……………… 15

川崎市地方卸売市場業務条例の一部◇

を改正する条例（第 13 号）……………………… 15

川崎市消防団員等公務災害補償条例◇

の一部を改正する条例（第 14 号）……………… 15

川崎市基金条例の一部を改正する条 ◇

例（第 15 号）……………………………………… 16

川崎市議会委員会条例の一部を改正◇

する条例（第 16 号）……………………………… 16

規　　則

川崎市営住宅条例施行規則の一部を◇

改正する規則（第５号） ………………………… 16

川崎市公害防止等生活環境の保全に◇

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則（第６号） ………………………………… 17

川崎市情報公開条例施行規則の一部◇

を改正する規則（第７号） ……………………… 18

政治倫理の確立のための川崎市長等◇

の資産等の公開に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（第８号） …………… 18

川崎市事務分掌規則等の一部を改正◇

する規則（第９号） ……………………………… 19

川崎市公印規則の一部を改正する規 ◇

則（第 10 号）……………………………………… 27

川崎市庁用自動車管理規則の一部を◇

改正する規則（第 11号）………………………… 29

川崎市職員の期末手当及び勤勉手当◇

の支給に関する規則の一部を改正す

る規則（第 12号）………………………………… 30

川崎市職員の教育職給料表の適用を◇

受ける職員の給料の切替えの特例に

関する規則等を廃止する規則 

（第 13号） ………………………………………… 30

川崎市職員被服貸与規則の一部を改◇

正する規則（第 14 号）…………………………… 30

川崎市公舎管理規則の一部を改正す◇

る規則（第 15号）………………………………… 32

川崎市児童相談所条例の一部を改正◇

する条例の施行期日を定める規則 

（第 16号） ………………………………………… 32

川崎市児童福祉法施行細則の一部を◇

改正する規則（第 17号）………………………… 32

川崎市保育園条例施行規則の一部を◇

改正する規則（第 18号）………………………… 33

川崎市廃棄物の処理及び清掃に関す◇

る法律及び浄化槽法施行細則の一部

を改正する規則（第 19 号）……………………… 33

川崎市環境影響評価に関する条例施◇

行規則の一部を改正する規則 

（第 20号） ………………………………………… 45

川崎市公害防止等生活環境の保全に◇

関する条例施行規則の一部を改正す



川 崎 市 公 報

－ 17 －

（号外第６号）平成23年６月22日

に改める部分及び鷲ケ峰に係る部分は同年３月 28 日

から、同表の改正規定中蟹ケ谷槍ケ崎に係る部分は同

月 29 日から施行する。
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川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 23年３月 24 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市規則第６号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成 12 年川崎市規則第 128 号）の一部を次のよう

に改正する。

第 72 条第１項第１号中「又は周辺環境」を「、周辺

環境」に改め、「封じ込め対策」の次に「又は前条に規

定する土壌汚染に関する基準に適合する土壌等により重

金属等を覆う対策」を加え、同項第２号中「又は」を「若

しくは」に改め、「対策」の次に「又は周辺環境から揮

発性有機化合物を隔離する封じ込め対策」を加える。

第 27 号様式中「あて先」を「宛先」に、

「

調査対象地

面積

　　　　　　　」

を

「

事業所の敷

地面積

　　　　　　　　」

に、

「備考　調査対象地の平面図を添付してください。」

を

「備考　事業所の敷地の平面図を添付してください。」

に、

「

調査対象地

及び

周辺の井戸

の状況

調査対象地

及び周辺の

地下水の汚

染状況

（既存井戸

による地下

水調査等）

　　　　　　　　」

を

「

事業所の敷

地及び

周辺の井戸

の状況

事業所の敷

地及び周辺

の地下水の

汚染状況

（既存井戸

による地下

水調査等）

　　　　　　　　」

に、

「

資 料 等

調 査 の

まとめ

土壌の汚

染のおそ

れの

有・無

理　由
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今後の土壌調査の

予定

」

を

「

資 料 等

調 査 の

まとめ

土壌の汚

染のおそ

れ

有　・　無　・　不明

理　由

今後の土壌調査の

予定

土 壌 調

査 対 象

面積

㎡

」

に改める。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成 23年３月 31 日

川崎市長　　阿　部　孝　夫

川崎市規則第７号

川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正

する規則

川崎市情報公開条例施行規則（平成 13 年川崎市規則

第 11 号）の一部を次のように改正する。

別表中

「

財団法人川崎市公園緑地協会（昭和 46 年４月１日

に財団法人川崎市公園協会という名称で設立され

た法人をいう。）

財団法人川崎市リサイクル環境公社（平成２年３

月 23 日に財団法人川崎市余熱利用財団という名称

で設立された法人をいう。）

」

を

「

財団法人川崎市公園緑地協会（昭和 46 年４月１日

に財団法人川崎市公園協会という名称で設立された

法人をいう。）

」

に改める。

附　則

この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。

政治倫理の確立のための川崎市長等の資産等の公開に

関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成 23年３月 31 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市規則第８号

政治倫理の確立のための川崎市長等の資産

等の公開に関する条例施行規則の一部を改

正する規則


